
 

 

 

 

 

 

 

 

国東市における女性職員の活躍の 

推進に関する特定事業主行動計画 

（令和８年度～令和１２年度） 
 

  



 

 

 

＜ 目 次 ＞ 

 

 

 

１．計画期間 

 

２．女性職員の活躍の推進に向けた体制整備等  

 

３．女性職員の活躍の推進に向けた数値目標設定のための状況把握 

 

４．女性職員の活躍の推進に向けた目標及び 

目標を達成するための取組及び実施時期  

  



国東市における女性職員の活躍の推進に関する特定事業主行動計画 

 

 

 

令和8年4月 

 

国東市長 

国東市議会議長 

国東市教育委員会 

国東市選挙管理委員会委員長 

国東市代表監査委員 

国東市農業委員会会長 

国東市消防長 

国東市水道事業管理者 

 

 

 

 

 

 

国東市における女性職員の活躍の推進に関する特定事業主行動計画（以下「本計画」

という。）は、女性の職業生活における活躍の推進に関する法律（平成27年法律第64号。

以下「法」という。）第19条に基づき、国東市長、国東市議会議長、国東市教育委員会、

国東市選挙管理委員会委員長、国東市代表監査委員、国東市農業委員会会長、国東市消

防長、国東市水道事業管理者が策定する特定事業主行動計画である。 

 

 

 １．計画期間  
 

本計画の期間は、令和8年4月から令和13年3月までの5年間とする。 

 

 

 ２．女性職員の活躍の推進に向けた体制整備等  
 

本市では、組織全体で継続的に女性職員の活躍を推進するため、国東市における女

性職員の活躍の推進に関する特定事業主行動計画推進委員会を設置し、本計画の策

定・変更、本計画に基づく取組の実施状況・数値目標の達成状況の点検・評価等につ

いて協議を行うこととしている。 

 

 



 ３．女性職員の活躍の推進に向けた数値目標設定のための状況把握  
 

法第19条第3項及び女性の職業生活における活躍の推進に関する法律に基づく特定

事業主行動計画の策定等に係る内閣府令（平成27年内閣府令第61号。以下「内閣府令」

という。）第2条に基づき、市長部局、市議会事務局、教育委員会事務局、選挙管理委

員会事務局、監査委員事務局、農業委員会事務局、消防部局、水道事業部局において、

それぞれの女性職員の職業生活における活躍に関する状況を把握し、改善すべき事情

について分析を行った。 

 

【Ⅰ．長時間勤務関係】 
 
○職員の各月ごとの平均超過勤務時間（令和６年度実績） 

時間外平均 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 1 月 2 月 3 月 

本庁 15.4 12.3 10.2 9.6 8.5 18.7 18.0 19.9 17.9 14.6 15.3 14.8 

本庁以外 6.3 8.6 5.4 6.2 5.8 6.1 5.1 6.4 5.0 4.9 4.8 6.5 

 

〇時間外勤務命令の上限時間数月 45 時間を超えた職員数（令和６年度実績） 

時間外平均 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 1 月 2 月 3 月 延べ 

本庁 8 4 0 4 0 18 13 16 18 8 9 7 105 

本庁以外 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

【Ⅱ．就業継続及び仕事と家庭の両立関係】 
 
○男女別の育児休業取得率及び取得期間の分布状況（令和６年度実績） 

 対象者数 取得者数 取得率 取得期間の分布状況 

男性職員 17 6 35.29％ 0.6 月、1.0 月（2名）、2.0 月（2名）、6.3 月 

女性職員 5 5 100.0％ 11.8 月、13.9 月、16.6 月、18.6 月、22.2 月 

 

○男性職員の出産補助休暇及び育児参加のための休暇の取得率並びに合計取得日数

の分布状況（令和６年度実績） 

 対象者数 取得者数 取得率 合計取得日数の分布状況 

出産補助休暇 17 11 64.71％ 1.0 日、1.3 日、2.0 日、6.0 日、7.0 日（7 名） 

育児参加休暇 17 2 11.76％ 2.0 日（2名） 

 

 ○平均継続勤務年数の男女の差異（令和7年4月1日時点） 

男性 女性 差 割合 

19.1 年 17.4 年 1.7 年 91.1％ 

 

 

 



 ○退職者数における男女の差異 

 令和 6年度 令和 5年度 令和 4年度 令和 3年度 令和 2年度 

退職者数 19 16 12 14 15 

うち女性 8 5 8 5 3 

女性割合 42.1％ 31.3％ 66.7％ 35.7％ 20.0％ 

 

 ○セクシュアル・ハラスメント等対策の整備状況 

・被害防止の観点で行う研修や制度の周知の状況 

   →適宜研修を実施する 

   →毎年度サイボウズ掲示板で周知している 

・相談窓口の設置・周知の状況 

   →毎年度設置しサイボウズ掲示板で周知している 

・相談窓口担当者が相談を受けた後に適切な対応を取るための対応マニュアル等の

整備・周知の状況 

   →国東市ハラスメント防止に関する規程を作成しており毎年度掲示板で周知し

ている 

 

【Ⅲ．採用関係】 
 
○採用した職員に占める女性職員の割合 

採用割合 令和 7年度 令和 6年度 令和 5年度 令和 4年度 

採用者数 12 14 14 16 

うち女性 4 7 4 8 

女性割合 33.3％ 50.0％ 28.6％ 50.0％ 

 

○採用試験応募者に占める女性の割合 

受験者割合 令和 7年度 令和 6年度 令和 5年度 令和 4年度 

応募者数 130 212 202 261 

うち女性 36 52 40 78 

女性割合 27.7％ 24.5％ 19.8％ 29.9％ 

 

○職員数に占める女性の割合 

職員割合 令和 7年度 令和 6年度 令和 5年度 令和 4年度 

職員総数 446 457 458 460 

うち女性 130 136 133  140 

女性割合 29.2％ 29.8％ 29.0％ 30.6％ 

 

 

 



【Ⅳ．配置・育成・教育訓練及び評価・登用関係】 
 
 ○管理職に占める女性職員の割合及び各役職段階にある職員に占める女性職員の割

合及びその伸び率 

 

 
令和 7年度 令和 6年度 令和 5年度 伸び率 

R7-R5 総数 女性 割合 総数 女性 割合 総数 女性 割合 

課長級 47 12 25.5％ 48 10 20.8％ 44 6 13.6％ 11.9％ 

課長補佐級 27 11 40.7％ 26 9 34.6％ 26 8 30.8％ 9.9％ 

係長級 64 11 17.2％ 65 13 20.0％ 53 6 11.3％ 5.9％ 

 

 

４．女性職員の活躍の推進に向けた目標及び目標を達成するための取組及び実施時期  
 

当該課題分析の結果、女性職員の活躍を推進するため、次の通り目標を設定する。 

なお、この目標は、市長部局、市議会事務局、教育委員会事務局、選挙管理委員会

事務局、監査委員事務局、農業委員会事務局、消防部局、水道事業部局において、そ

れぞれの女性職員の職業生活における活躍に関する状況を把握し、改善すべき事情に

ついて分析を行った結果により掲げている。 

また、掲げた目標数値の達成に向け、それぞれに掲げる取り組みを実施する。 

 

〇時間外勤務命令の上限時間数について 

  時間外勤務命令の上限時間数が月45時間以内と設定されているが、令和6年度実績

が延べ105名と多くの職員が上限を超えている。 

月45時間を超えて時間外勤務命令を行う場合は管理職から人事係への事前協議を

徹底し、上限時間数月45時間を超えた場合は管理職へ業務改善計画書の提出を求め、

上限時間数を超える職員の減少を目指す。これにより、時間外勤務命令の上限時間数

を超える職員数を年間延べ80人以下にすることを目標とする。 

 

○男性職員の育児休業・部分休業及び配偶者出産休暇の取得について 

各種休業・休暇取得推進のため、育児休業及び部分休業を取得した経験のある職員

の体験談等を収集し、また子どもの出産・育児期間における特別休暇等の情報を併せ

て職員に提供する。また、管理職に対して休暇を取得しやすい環境づくりを目標とし

た研修を実施する。これにより、男性職員の育児休業の取得率を50％以上、出産補助

休暇の取得割合を100％にすることを目標とする。 

 

 

 

 

 



○採用者数に占める女性の割合について 

直近3年間の職員割合は、女性の割合が平均して約30％となっている。 

採用試験については、国東市職員採用情報サイトによる若手女性職員の声の紹介な

ど、女性が活躍できる職場であることを周知してきた。令和8年度からはさらに仕事

と子育てに励む女性職員の声の紹介を行い、女性が応募しやすい環境を整え、より多

くの女性が関心を持てる広報を行う。 

今後も、性別に関わらず能力や適性を基準に、優秀な人材の確保に向けた取り組み

を行い、応募者、採用者に占める女性の割合は40％を目標とする。 

 

○管理職に占める女性職員の割合について 

  令和7年度の課長級職員に占める女性割合は25.5％となっている。 

  令和8年度から、係長・課長補佐・課長の各役職段階における人材プールの確保を

念頭に置いた人材育成を行うことにより、令和13年度までに、課長級職員に占める女

性割合を30％以上にすることを目標とする。 


